　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　「多世代交流型キッズスペース」設置運営要綱
令和８年５月11日ここ発第10085号大田区長決定
（目的）
第１条	この要綱は、区民に親しまれ快適で利用しやすい区役所づくりを目指し、区役所に来庁する乳幼児と保護者の憩いの場、さらに高齢者などとの交流の場とするため、「多世代交流型キッズスペース」（以下「キッズスペース」という。）を設置し、その運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第２条	キッズスペースは、大田区役所本庁舎３階に設置する。
（利用日時）
第３条	キッズスペースの利用日時は、次に掲げる日以外の日の午前８時30分から午後５時までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(１)　土曜日及び日曜日
(２)　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
(３)　年末年始
　（利用責任）
第４条	キッズスペースの利用にあたり、乳幼児には保護者が必ず同伴し、同伴した保護者は、乳幼児の様子を見守り、事故等が発生しないよう留意するものとする。
２　施設の瑕疵なく発生した利用者自身又は他の利用者への損害及び利用者間のトラブルについては、利用者の責任により対応するものとする。
（利用制限）
第５条　利用者は、庁舎管理規則（昭和37年規則第16号）第３条第１項各号に掲げる行為のほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(１）大声での会話、悪臭等の他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(２）施設等を汚損すること。
(３）２時間以上の滞留、睡眠及び荷物等の留置き等により、他の利用者の利用を妨げること。
(４）電源を使用すること。
(５）商談などのビジネス、勧誘行為等をすること。
(６）飲食をすること（机と椅子が配置されたエリアを除く。）。
(７) 飲酒をすること。
(８）その他キッズスペースの管理上支障があると認められる行為をすること。
２　前項の規定にかかわらず、キッズスペースにおける庁舎管理規則第３条第１項第10号に規定する写真の撮影（利用者及びその同行者以外の者を撮影しない場合に限る。）については、同条第２項及び第３項ただし書に該当するものとして、これを禁止しない。
３　区長は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為をし、又はそのおそれがある場合には、当該利用者に対し、利用を拒否し、立ち入り禁止を命ずることができる。
（備品の管理）
第６条　キッズスペースの机、椅子、図書その他の備品の管理は、こども未来部こども未来課が行う。
２　利用者は、備品及び設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちにこども未来課職員に報告しなければならない。この場合において、当該職員は、当該備品及び設備の状態を記録するものとする。
３　利用者は、故意又は重過失により備品及び設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償する責を負うものとし、区長は、当該利用者に対し、今後の利用を制限することができる。
（庶務）
第７条　キッズスペースに関する庶務は、こども未来部こども未来課において処理する。
（その他）
第８条　この要綱及び大田区庁舎管理規則に定めるもののほか、キッズスペースに関する必要な事項は、区長が別に定める。

付　則
この要綱は、令和８年５月15日から施行する。
